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 本数値は、鶴瀬駅前交番における事案取扱い

件数であり、刑法犯認知件数とは異なります。 

 

  自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車

の交通ルールとして、「自転車安全利用五則」（令

和４年 11 月１日交通対策本部決定）がまとめられ

ています。 

  自転車の交通違反は重大な事故につながる可

能性があり、自転車を安全・安心に利用するため、

自転車安全利用五則を守ることが大切です。 

＊自転車盗…………５件 

＊万引き……………１０件 

＊その他の窃盗……３件 

＊交通事故…………２６件 

 

 
 

①車道が原則、左側を通行 

  歩道は例外、歩行者を優先 

②交差点では信号と一時停止 

  を守って、安全確認 

③夜間はライトを点灯 

④飲酒運転は禁止 

⑤ヘルメットを着用 

 

高い位置に 
補助鍵 
をつける 

ベランダや窓への 
足場になるような 
物を置かない 

1 階に出来る 
だけ貴重品を 
置かない 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

一
、
し
ば
し
待
て
！ 

 
 

頭
を
冷
や
し
考
え
よ
う
。 

二
、
あ
せ
ら
な
い
！ 

 
 

急
が
せ
る
契
約
に
ご
用
心
。 

三
、
断
る
と
き
は
、
き
っ
ぱ
り
と 

四
、
代
引
配
達
、
覚
え
が 

 
 

な
け
れ
ば
受
け
取
ら
な
い
。 

五
、
し
ま
っ
た
！ 

 
 

そ
う
思
っ
た
ら
す
ぐ
相
談
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